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令和元年度の紛争事例から

◇　相談内容　　 ◆　都府県による調査、聴取内容、解決結果

令和元年度に国土交通省及び都道府県の宅
地建物取引業主管部局に寄せられた、宅地建
物取引業者の関与した宅地建物の取引に関す
る苦情紛争相談件数は、1,374件（このうち
宅地建物取引業所管部の本局・本課で取り扱
われたものは785件）となっています（本誌
119号62頁参照）。ここでは、東京都、埼玉県、
千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県
及び福岡県の1都1府6県からお送りいただ
いた資料に基づいて、その主要な内容を要約
して掲載します。　

不動産取引に関する紛争相談等に携わって
おられる皆様のご参考にしていただくととも
に、取引実務に従事している方々にも充分留
意の上、今後の業務に当たっていただければ
幸いです。

Ⅰ　売買に関するもの

1　預り金等

01
媒介業者（預り金返還拒否等）

◇　相談者は、個人が売主の区分所有建物に
ついて、購入の意思を業者に伝え購入の媒
介を依頼した。業者は、相談者に対して決
済金が振込では対応出来ないと伝えた上
で、業者に預り金として約2700万円を振り

込むように指示し、相談者に対して預り証
を発行した。その後、業者の業態に不安を
覚え、買受の申込みを撤回した際に、業者
から預り金を借金の返済に流用したため返
還できないと言われたことから、当課へ相
談に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、預り金約
2700万円を受領し、その預り金を流用して
借金の返済に利用していることを認めた。
また、買主に対して媒介契約書を交付せず、
売買契約成立前に手付金を受領していたこ
とが判明した。

上記の事情を踏まえ、業者を45日間の業
務停止処分とした。

2　重要事項の調査・説明の不備等

02
 売主業者（重要事項説明書、売買契約書虚
偽記載）

◇　買主は、平成26年8月、売主業者との間
で区分所有建物一室の売買契約2件を締結
した。その際の融資申込書に改ざんがあっ
たと主張し、当課へ苦情を申し立てた。ま
た、買主は手付金の領収証を持参していた
が、手付金を支払っていないと主張した。

◆　業者に事情を聴いたところ、それぞれの
契約で売買価格及び手付金について事実と
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異なる記載をしたことを認めた。また、1
契約については手付金の授受がなかったに
もかかわらず、手付金の領収証を発行し金
融機関に提出したことを認めた。ほかにも
重要事項説明書及び売買契約書に記載不備
があった。

上記の事情を踏まえ、業者を14日間の業
務停止及び指示処分とした。

03
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　買主は、平成30年11月、業者の媒介によ
り、売主（業者）との間で、市街化調整区
域内の中古住宅の売買契約を締結した。そ
の重要事項説明において、居住後10年経過
後に建替可能であること、現存する建物に
ついては現状利用または増改築の規制は無
いとの説明を受けていたため、買主は軽微
な増改築工事（風呂、キッチン）を施工業
者に発注した。買主は行政庁の補助金を利
用して当該工事を施工する計画だったが、
補助金の申請要件で都市計画法の許可が必
要であったため、関係機関に確認したとこ
ろ、都市計画法上の許可要件を満たしてお
らず、居住後10年経過後であっても建替が
できないことだけでなく、住居としての利
用ができず、増改築もできないことが判明
したため、相談に訪れた。

相談の内容から、業者が行った市街化調
整区域内での重要事項説明において、物件
の利用の制限についての説明不備により、
買主に損害を与えた事実が判明した。

◆　業者に事情を聴いたところ、違反事実を
全面的に認め、反省の態度を見せ、売買に
係る登記費用等の返金や増改築工事に係る
施工業者への工事代金支払、売主が買い戻
しに応じるなど買主の損害を補填するため

の対策を講じたことから、業者を指示処分
とした。

04
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　買主は、平成30年7月、業者の媒介によ
り売主（個人）との間で土地売買契約を締
結した。

業者は重要事項説明において、買主に対
し、当該土地にがけ条例の適用があること
について重要事項説明書に記載せず説明を
しなかった。また、買主が購入時に見た当
該土地の広告において、小学校の学区の記
載が誤っていたことが判明した。

買主は、がけ条例の適用があることを
知っていれば、また、広告に記載された学
区でないならば当該土地を購入しなかった
として、当課へ相談に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、担当者が現
地を調査した際、目測によりがけ条例の適
用はないものと判断し、必要な調査を行わ
なかったため、重要事項説明書への記載を
誤り、正しい説明をしなかったことを認め
た。また、広告についても小学校の学区に
ついて誤記載であったことを認めた。

業者は、がけ条例の適用による建築費用
の増加分を買主に支払うとともに、広告の
誤記載については、素直に謝罪し、誠実に
対応していくと述べた。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

05
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　買主は、令和元年8月、業者の媒介によ
り土地付建物の売買契約を締結した。その
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契約にあたり、現地内覧時に業者から広告
チラシを渡され、排水施設は公共下水で、
浄化槽の記載がなく、重要事項説明書にも、
公共下水の配管等の状況について、前面道
路配管あり、浄化槽施設の必要なしと記載
されていた。買主は、物件引渡し後に、実
際は浄化槽使用であったことが判明したと
して、当課へ苦情を申し立てた。

なお、この取引において、買主側、売主
側の2社が媒介に関与していた。

◆　業者に事情を聴いたところ、両業者とも
売主からの説明を信じて結果的に調査が不
十分であったことを認めた。

その後、和解が成立していること、再発
防止に努めていることを踏まえ、両業者を
文書勧告とした。

06
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　相談者は、平成30年11月に業者の媒介で
住宅用宅地の売買契約を締結した。住宅の
新築工事中に地中より建物基礎と思われる
埋設物が発見され、相談者は撤去費用とし
て40万円支払った。契約締結時に媒介業者
から地中埋設物が発見された場合、売主側
の負担で撤去する旨の説明があったとし
て、売主に撤去費用の支払いを求めたが、
売主は契約書のとおり、瑕疵担保責任は免
責であるとして支払いを拒否した。また、
当該宅地は準防火地域に所在するものの、
重要事項説明時に説明がなく、法令に適合
するように住宅の設計を一部変更し、追加
の費用も必要になったとして、説明義務違
反であると、当課へ相談に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、重要事項説
明書への準防火地域である旨の記載を失念
していたことは認めたものの、瑕疵担保免

責については契約書に明記しており、地中
埋設物があった場合は協議のうえ、一部売
主が負担することもあるかもしれないとい
う趣旨で発言したものであると主張した。
契約書を確認したところ、瑕疵担保免責の
記載はあった。また、重要事項説明書の契
約の解除に関する事項について別添売買契
約書案のとおり、との記載があったものの
契約書案が添付されていなかったことも判
明した。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

07
売主業者（重要事項説明義務違反等）

◇　買主は、平成29年10月、建物を建てる目
的で売主業者と土地の売買契約を締結し
た。売主業者は重要事項説明を買主ではな
く代理人に行っており、また、建物を建て
る目的で土地を購入することを知っている
にも関わらず、建物の建築にあたって水道
分担金がかかることを説明していないこと
から、買主が当課へ苦情を申し立てた。

また、提出された土地売買契約書を見る
と、手付解除期日を設定している等複数の
不備が判明した。

◆　業者に事情を聴いたところ、水道の負担
金については、本管の引き込み等の土地の
整備を行ったうえで引き渡しており、当該
契約は土地売買であり、建物の建築にかか
る水道負担金は、建設費用に含まれるもの
として負担金無と記載した。また、買主に
重要事項説明を行っていないことを認めた
が、買主の代理人から、買主ではなく代理
人へ説明するように依頼があったと主張し
た。

なお、土地売買契約書に手付解除期日を
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設定したことについては、手付の解除につ
いて履行の着手があった時と記載すると、
買主がいつまで手付解除ができるかわから
なくなるので、手付解除期日を設定するこ
とで買主が取引しやすくなるように設定し
たと主張した。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

08
媒介業者（重要事項説明義務違反）　　

◇　買主は、令和元年6月、業者の媒介によ
り土地売買契約を締結した。その土地に建
物を建築するための費用の融資を金融機関
に申し込んだところ、仮登記が抹消されて
いないため融資実行が難しいと回答され
た。そのため、媒介業者に確認すると、仮
登記に関しては司法書士のミスであり、自
らに責任はないと主張したため、仮登記の
説明がなかったことについて、当課へ相談
に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、司法書士か
ら「仮登記は混同で無効である。」旨告げ
られたため、買主に説明はしなかった。な
お、弁護士からも「司法書士の責任である。」
との見解を得てはいるが、新築費用及び仮
登記抹消費用については、司法書士と弁護
士に相談しながら買主と協議を続けていく
と主張した。

例え、無効になる可能性があっても、仮
登記の存在は重要事項説明において必ず説
明しなければならない旨の指導を行い、協
議の推移を見守っていた。すると、後日業
者から、仮登記を抹消し買主と和解が成立
したとの報告を受けたことから、業者を口
頭指導とした。

3　媒介契約・媒介報酬等

09
媒介業者（媒介契約違反・報酬）

◇　売主は、平成30年7月、業者の媒介によ
り所有する土地付き建物の売買契約を締結
した。その際の手数料として売買価格の
15％を請求され支払った。その後、報酬告
示の上限より高額だったことを知り業者に
返金を求めたが業者が応じないため、当課
へ苦情を申し立てた。

また、売主は業者から業務委託契約書を
交付されたが、媒介契約書は交付されてい
ないと主張した。

◆　業者に事情を聴いたところ、媒介契約書
を交付していないこと及び報酬告示の限度
額を超えて売買価格の15％の報酬を請求・
受領したことを認めた。報酬額の根拠は業
務委託契約書での合意であると述べたが、
媒介業務以外の業務内容など報酬額の具体
的な根拠を示さなかった。

上記の事情を踏まえ、業者を45日間の業
務停止処分とした。

10
媒介業者（媒介契約違反・報酬）

◇　相談者は、業者から所有する宅地（別荘
地）を高く売却できると勧誘を受け、令和
元年5月に媒介契約を締結した。また、同
日付で特別な広告掲載に係る契約書を締結
し金銭を支払った。しかし、周辺の物件の
広告に記載されている価格と比較し媒介契
約書に記載された媒介価格が高額であるこ
とや掲載された広告に不信感を持ち、業者
が高額で売却できるかのような虚偽を述べ
て勧誘し広告費を支払わせたと考え、当課
へ苦情を申し立てた。
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また、提出された媒介契約書についても、
改正前の国土交通省標準媒介契約約款を使
用するなど不備が見受けられた。

◆　業者に事情を聴いたところ、媒介価格は
相談者側からの希望であり、価格について
虚偽を述べて勧誘したことは否定した。特
別広告費について具体的な内訳として、購
入希望者を案内するための交通費分の内訳
のみを提出した。受領した広告費について
具体的な金額の根拠がなく精算もしない場
合は法違反となること、購入希望者を案内
した場合は依頼者への報告義務違反となる
ことを指摘したところ、相談者に全額を返
金し和解した。媒介契約書の不備について
も、最新版の標準媒介約款を使用するなど
業務改善を行うと述べた。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

11
宅建業者（媒介契約）

◇　相談者は、平成30年11月、業者との間で
媒介契約を締結し区分所有建物一室の売却
を依頼した。売買契約書に強引に署名・押
印させられたため、翌日になって売買契約
の無効を申し出たが、業者から「既に契約
は成立しているので取り消せない」と言わ
れ取り合ってもらえなかったと主張し、当
課へ苦情を申し立てた。

また、相談者が持参した媒介契約書には
記載内容の不備が見受けられた。

◆　業者に事情を聴いたところ、売買契約は
成立しておらず相談者の主張は事実と異な
ると述べた。また、強引に売買契約書に押
印させた事実もないと述べた。相談者が持
参した媒介契約書の記載内容の不備につい
て指摘したところ、業務改善を行う旨を述

べた。
上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と

した。

12
媒介業者（超過報酬）　

◇　売主は、平成30年8月、売主側媒介業者
Aと買主側媒介業者Bの媒介により介護付
き区分所有建物の一室の売買契約を締結し
た。売主は、AからBに支払う広告宣伝費
を負担するよう求められていたため、決済
時に媒介手数料のほかに広告宣伝費（約80
万円）をAに支払った。

売主は、知り合いの宅建業者からBに支
払う費用を売主が負担することはおかしい
と言われたので、当該広告宣伝費が支払う
必要のなかった金銭であるのであれば、返
金して欲しい旨、当課へ苦情を申し立てた。

◆　Aに事情を聴いたところ、介護サービス
付きのため入居要件があるほか、売却に難
のある物件であったため、売れやすくする
ためにBへのインセンティブを設けること
を売主に提案し、了解を得てその費用を負
担してもらったものであるが、その説明が
不十分で、Bへのインセンティブを売主に
負担させたことは適切さを欠いていたこと
を認め、直ちに広告宣伝費名目で受領した
金銭の全額を返還し、再発防止に努めたこ
とを踏まえ、Aを文書勧告とした。

13
 媒介業者（指定流通機構への登録を証する
書面の不交付）

◇　相談者は、平成31年4月に業者と宅地の
売却に係る専任媒介契約を締結した。その
後、業者から指定流通機構への登録を証す
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る書面の交付がないため、当課へ相談に訪
れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、媒介契約締
結後、指定流通機構に登録はしたものの、
登録証明書を相談者に交付していないこと
を認めた。また、聴取時点（平成31年6月）
でいまだに登録証明書を未交付とのこと
だったので、速やかに交付するように指示
をした。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

14
媒介業者（媒介契約書の不交付）

◇　買主は、令和元年9月、業者の媒介によ
り、売主（業者）との間で土地の売買契約
を締結した取引の媒介報酬について、当課
へ相談に訪れた。その媒介報酬について、
違法性は見当たらなかったが、当該相談の
過程で、媒介契約書について不交付の事実
が発覚した。

◆　業者に事情を聴いたところ、急いでいた
ため作成を怠っていたと、事実について認
めた。

当該違反行為について、損害の発生がな
かったことから、今後再発することがない
よう指導し、業者を文書勧告とした。

4　債務不履行等

15
売主業者（不当な履行遅延）

◇　買主は、平成28年11月、売主業者との間
で、宅地の売買契約を締結した。売買代金
全額を支払い、1年以上経過しても所有権
移転登記及び引渡しがなされなかった。買

主は売買契約を解除し支払った契約金額全
額を返金するよう要求したが、返金されな
いため、当課へ苦情を申し立てた。また、提
出された重要事項説明書及び売買契約書を
確認したところ、記載不備が見受けられた。

◆　業者に事情を聴いたところ、登記手続き
及び引渡しをしていないことを認め、遅滞
の理由は、行政から造成工事の是正を求め
られ工事がストップしたためであると述べ
た。また、重要事項説明書及び売買契約書
の記載不備を認めた。調査において平成28
年12月に追加で売買契約を締結しているこ
とが判明したが、この契約では重要事項説
明を行っていなかった。業者はいずれの契
約でも保全措置を講じることなく、引渡し
前に売買金額全額を受領していた。

上記の事情を踏まえ、業者を90日間の業
務停止及び指示処分とした。

5　その他

16
 売主業者（収入関係資料偽装・取引台帳の
不備）

◇　売主業者は、収益不動産ローンを利用し
た複数の買主との間で、反復継続してシェ
アハウス事業用地の売買契約を締結した。

これらの取引において、買主が金融機関
に提出する自己資金確認資料及び収入関係
資料の偽装に業者が関与した疑いがあるこ
とが判明した。

◆　業者に事情を聴いたところ、通帳預金残
高及び源泉徴収票等のローン審査資料の偽
装に自ら関与したことを認めると共に、
ローン審査を通過し易くするため、実際は
受領していない手付金に係る領収書を買主
に発行したことを認めた。また、宅地建物
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取引業法第72条調査の際に、同法第49条で
定める帳簿（取引台帳）の不備も判明した。

上記の事情を踏まえ、業者を指示処分と
した。

17
媒介業者（専任取引士不在）

◇　令和元年5月に宅建システムによる検索
において、当該業者の代表兼専任宅地建物
取引士の取引士証の有効期限が平成31年4
月14日で満了していることが判明したが、
業者は代表兼専任宅地建物取引士が取引士
証の更新を行わず、または替わりとなる専
任宅地建物取引士を配置すること、などの
措置を行わなかった。

早急に是正措置を取るよう指導を行った
が、令和元年10月17日に代表兼専任宅地建
物取引士が取引士証の更新を行った。

◆　業者に事情を聴いたところ、違反事実を
全面的に認め、また、専任宅地建物取引士
が不在の間に宅地建物取引をしていなかっ
たことから、業者を指示処分とした。

18
売主業者（報告命令の拒否）

◇　平成31年3月、保証協会から不確知との
情報提供があり、調査したところ専任宅地
建物取引士の取引士証の有効期限が平成30
年6月に満了していたことが判明したた
め、令和元年7月に抜き打ちで立ち入り検
査を実施したが不在であった。そこで、同
年11月に、宅地建物取引業法第72条の規定
に基づき、立入検査を行う旨通知し再度検
査を実施したが、代表者及び専任宅地建物
取引士は不在であった。そのため、在宅し
ていた代表者の妻（役員）に事情を説明し、

その場で代表者に電話連絡を取ったとこ
ろ、通知が到達しておらず（特定記録郵便
により送付し、到達を確認している。）確
認していない旨の主張をしたが、翌日専任
宅地建物取引士を伴い来庁することになっ
た。

◆　業者に事情を聴いたところ、検査の通知
は到達していないと主張し、取引士証の有
効期限切れについては、登録自体はあるの
で違反という認識がなく、最後に取引を
行ったのは、取引士証の有効期限が満了に
なる前のことであり、自己所有物件の処分
のみで、媒介業務は行っていなかった。

また、宅建業を継続する意思はあるが、
商号等を掲げていないのは、台風により飛
ばされる被害を受けたためである。

業者は、正当な理由なく同法第72条調査
を忌避したものであるが、翌日に来庁し専
任宅地建物取引士について、指導のもと速
やかに手続きを行っており、取引に関する
苦情等は寄せられていなことから、業者を
文書勧告とした。

19
売主業者（取引の公正を害する行為）

◇　買主は、平成29年7月、売主業者と中古
マンションの売買契約を締結した。その後、
物件を確認するといくつかの瑕疵が存在し
たが、売主業者は「本物件の引渡し後に、
自然消耗・経年劣化を原因として、仮に雨
漏り・水漏れ・設備の故障があったとして
も、それらは隠れたる瑕疵に該当するもの
でないので、買主の責任と負担において修
復・補修するものとし、売主に対して法的
請求・費用負担等を求めないことを了承し
ました。」と、契約書の特約に文言がある
ため瑕疵担保責任を負わないとして、買主
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の要求を拒み、瑕疵担保責任において買主
に不利な内容の特約をしたことから、当課
へ苦情を申し立てた。

◆　業者に事情を確認したところ、当該中古
マンションが、築24年を経過する中古物件
であることは、買主に対し現場での物件確
認を媒介業者とともに複数回実施している
ことや、媒介業者が買主に対して説明を
行っていること、売主が500万円の値引き
に対応したことから、買主も通常有すべき
品質・性能を有しているかを認識していた
と主張した。

また、本特約は、瑕疵担保責任を負わな
いというものではなく、自然消耗・経年劣
化については、隠れた瑕疵にあたらないと
いう一般的な考え方に基づいて、記載した
と主張した。

上記の事情を踏まえ、本取引の特約は、
瑕疵担保責任を負わないことについて買主
に誤認を与える特約を記載したとして、取
引の公正を害する行為と認定し、業者を文
書勧告とした。

20
売主業者（手付解除の妨害）

◇　買主は、平成30年5月、売主業者との間
で土地付建物の売買契約を締結した。その
契約には、買い替え特約が付帯され、買主
の現住マンションを期日までに売却できな
かった場合には、売買契約が白紙解除とな
ることが約されていた。その後、買主は体
調面の不安等から、契約を解除することを
業者に申し出ると、既に履行の着手がされ
ており、違約金が発生すると主張された。
そこで、買主は、宅地建物取引業協会や不
動産適正取引推進機構に相談したところ、
手付解除が可能である旨のアドバイスを受

け、当課へ相談に訪れた。
◆　業者に事情を聴いたところ、営業担当の

認識に誤りがあったことを認め、買主に訂
正するとともに、手付解除を行った。また、
契約をチェックする部署の設立、営業や勧
誘のマニュアル作成など、再発防止策を講
じる旨の報告が当課にあった。

上記の事情を踏まえ、正当な理由なく違
約金を請求することは手付解除の妨げに当
たる可能性があることから、業者を口頭指
導とした。

21
媒介業者（代理権の確認不備）　　　　

◇　相談者の父と兄が2分の1づつの共有持
分として所有していた物件について、平成
30年5月、業者の媒介により、売買契約を
締結した。その売買契約書には、売主とし
て父と兄の氏名表示があるものの、記名押
印しているのは兄のみであり、父の代理で
ある旨の表示もない。父が亡くなり権利関
係を相続した相談者は、媒介業者は父から
委任状等を徴しておらず、代理権の確認を
怠り、売買契約に不備があるとして、当課
へ苦情を申し立てた。

◆　業者に事情を聴いたところ、父が介護施
設に入所していたこともあり、委任状や本
人確認書類を徴せず、兄から口頭で父の意
思を確認したのみである事実を認め、相談
者に対し、誠実に謝罪した。また、書面に
よる本人確認及び代理権確認の徹底を社内
周知し、速やかに再発防止策を講じた旨の
報告が当課にあった。

上記の事情を踏まえ、相談者は取引時点
における当事者ではなく、買主及び売主に
損害が発生していないことから、業者を口
頭指導とした。
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Ⅱ　賃貸に関するもの

1　預り金等

22
媒介業者（預り金の返還拒否）

◇　相談者は、平成31年1月、居住用賃貸物
件を申し込んだ際に物件を確保するために
必要であると説明を受けて契約金の一部と
して金銭を支払った。その後、賃貸借契約
を締結していないのに契約金を支払わされ
たことに不信感を抱き、申込みをキャンセ
ルして支払い済みの金銭の返金を求めたと
ころ、業者から返金がないため相談窓口を
訪れた。その際に業者に対し書面で返金を
督促するという助言を受け、期限を設定し
書面で返金を求めたが、期限を経過しても
業者から返金がないため再度窓口を訪れ、
当課へ苦情を申し立てた。

◆　業者に事情を聴いたところ、宅地建物取
引業法第72条調査の通知が到達した当日に
相談者に返金したと主張し、振込みを証明
する書類を提出した。業者は、今後は預り
金の返金の申し出があった場合に速やかに
返金すると述べた。調査後に、相談者から
も返金があった旨の報告を受けた。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

2　重要事項の調査・説明の不備等

23
媒介業者（重要事項説明義務違反等）

◇　借主は、平成29年7月、居住用の建物賃
貸借契約を締結した。2年間の契約期間の
満了の際に、この物件を退去するため貸主
への退去予告を行ったところ、貸主から退

去予告期限を過ぎているため契約条項に基
づく費用を支払うよう請求を受けた。借主
はやむなく支払ったが、重要事項説明書と
賃貸借契約書の契約期間及び解除予告期日
に相違があるために損害を被ったと主張
し、当課へ苦情を申し立てた。

◆　本契約には媒介業者として、客付及び元
付の2社が関与しており、それぞれに事情
を聴いた。客付業者及び元付業者の双方と
も相違の理由について具体的な説明がな
かったが、記載の不備については認めた。
客付業者は、聴聞通知受領後に、借主に対
する損害を認め、解決金を支払った。

上記の事情を踏まえ、元付業者を7日間、
客付業者を5日間の業務停止処分とした。

24
媒介業者（重要事項説明義務違反）   

◇　借主は、平成29年9月、事業用で使用す
る目的で業者の媒介により、ビルの2フロ
アーの賃貸借契約を締結した。その後、契
約した2フロアー内の一つのフロアーが法
令上の制限で使用できないことが判明し
た。貸主は、当該フロアーが法令上の制限
により適法に使用できないことを知りなが
ら、これを告げず借主と賃貸借契約を締結
し、その際の重要事項説明書には、対象物
件の1フロアーが法令上の制限により適法
に使用できない旨の記載がなかったことか
ら、当課へ苦情を申し立てた。

◆　業者に事情を聴いたところ、重要事項説
明書に対象物件の1フロアーが法令上の制
限により適法に使用できない旨の記載不備
を認めたため、業務に関し取引の公正を害
する行為と認定し、業者を指示処分とした。
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25
媒介業者（重要事項説明義務違反等）

◇　相談者は、インテリアショップを経営し
ており、店舗の移転先として、100㎡以上
の面積の物件の媒介を業者に依頼し、当該
物件の紹介をうけた。現地を内覧後、平成
30年8月に重要事項説明を受け、賃貸借契
約を締結した。引渡し後に内装工事を行い、
平成30年12月、工事完了後に賃貸面積に疑
念を感じたため、実際に測定したところ重
要事項説明書及び契約書に記載の面積（123
㎡）より小さい65㎡であることが判明した
ことから、業法違反として当課へ相談に訪
れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、重要事項説
明書及び契約書の記載内容の誤りを認めた
が、相談者はもともと100㎡以上の店舗で
ショップを営んでいたこと、及び契約前の
内覧及び内装工事の打合せなどで何度も現
地を訪れており、4か月以上も面積の誤り
に全く気づかなかったとの主張に対し、相
談者にも相応の過失があるとして、業者を
文書勧告とした。

26
 媒介業者（重要事項説明書及び契約書の記
載不備）

◇　借主は、平成29年3月、業者の媒介によ
り「ペット飼育可」である物件の賃貸借契
約を締結した。その際、内容が異なる重要
事項説明書を2通交付され、ペット飼育可
能であるにも関わらず、重要事項説明書に

「ペット飼育可」の記載がないことから、
当課へ苦情を申し立てた。

なお、提出された関係書類には、その他
記載不備があることが判明した。

当課で確認したところ、提出された重要
事項説明書において、用途その他の利用に
係る制限について、記載がなかった。また、
賃貸借契約書において、借賃以外の金銭（保
険料）の授受に関する定めについて、その
額並びに当該金銭の授受の時期及び目的の
記載がなかった。

◆　業者に事情を聴いたところ、借主はペッ
ト飼育可能であることを認識しており、ま
た、当該業者も当該物件ではペットの飼育
可能であることを伝えていたと主張した
が、重要事項説明書及び賃貸借契約書にお
いて記載不備があったこと、内容が異なる
重要事項説明書を2通交付していることを
認めた。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

27
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　借主は、平成30年9月、業者の媒介によ
りマンション一室の賃貸借契約を締結し
た。その際の重要事項説明書に、駐輪場や
バイクの置き場所があるような書きぶりで
あったが、実際には置き場所はなかった。
また、重要事項説明は宅地建物取引士では
ない者から受けたことから、これらの行為
は業法違反ではないかと、当課へ相談に訪
れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、宅地建物取
引士の資格を有していない担当者が、借主
と知り合いであり、話もスムーズにできる
かと判断したため、説明したことを認めた。
また、駐輪場等に関しては、管理会社作成
の雛形を用いており、その管理会社は多数
の管理物件を抱える大きな会社であり、重
要事項説明書には駐輪場やバイク置き場が
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存在するかのような記載になっていた。当
該物件において、管理会社も駐輪場やバイ
ク置き場がないことは認識していなかった
と主張した。

上記の事情を踏まえ、また、当事者間で
民事的な紛争解決の努力もあり、和解と
なったことを考慮し、業者を文書勧告とし
た。

28
媒介業者（重要事項説明義務違反）

◇　借主は、平成31年2月16日、業者の媒介
により賃貸借契約を締結した。その際の重
要事項説明書の説明者欄に記載された宅地
建物取引士には会ったこともなく、一連の
行為は営業担当の者が行っていた。当該行
為は、宅地建物取引業法違反ではないかと
して、当課へ相談に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、当初は自己
所有物件のため、同法の規制対象外である
旨の主張をしたため、証拠書類の提出を求
めたところ、最終的に同法違反であること
を認めた。

当該違反行為について、損害の発生がな
く、違反行為を認めた後、当課に対して是
正策を提示した。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。

3　媒介報酬等

29
媒介業者（超過報酬）

◇　借主は、平成29年3月、業者の媒介によ
り賃貸借契約を締結した。その際、媒介手
数料の他に仲介企画料の名目で借賃1か月

分を請求され支払ったことから、当課へ相
談に訪れた。

◆　業者に事情を聴いたところ、貸主及び借
主からの要望等が特に多かったため、媒介
手数料に加えて仲介企画料を請求し受領し
た事実を認めた。

また、他に超過報酬に該当する事例がな
く、借主の代理弁護士から指摘を受け、す
でに金銭を返還しており、今後損害が発生
することが見込まれないことから、業者を
文書勧告とした。

30
媒介業者（超過報酬）

◇　貸主は、令和元年5月、業者の媒介で建
物の賃貸借契約を締結した。

貸主は業務委託契約書に記載されている
借賃1か月分の報酬を支払ったが、借主か
らも仲介手数料を受領しているとして、当
課へ苦情を申し立てた。

提出された書類を確認したところ、業務
委託契約書に記載された業務内容は媒介業
務の範囲と思われるものであり、貸主が保
有する重要事項説明書のコピーには借主が
仲介手数料を支払う旨が記載されていた。

◆　業者に事情を聴いたところ、業者は物件
の管理に関する業務代行料であると認識し
ていたと述べたが、業務委託契約書の内容
が媒介業務であるという指摘に応じ貸主に
対し受領済の金銭を返金した。また、今後
は媒介業務と管理業務に係る報酬が混在し
ないよう書面の見直しをすると述べた。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。
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31
媒介業者（超過報酬等）　

◇　貸主は、令和元年10月、貸主側業者Aの
媒介により賃貸借契約を締結した。その契
約の際、貸主は広告を依頼していないにも
かかわらず、広告料を支払ったとして、当
課へ苦情を申し立てた。

また、この契約に借主側業者Bが媒介に
関与していながら、重要事項説明に一切関
与していないこと、媒介報酬についても、
Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ法
定上限額を受領していたことが判明した。

◆　Aに事情を聴いたところ、貸主の了解を
得ていれば広告料を受領しても問題なく、
その広告料は、業者間報酬として全額Bに
支払ったと主張した。仲介手数料について
は、名目は事務手数料の誤りで、チラシ図
面の作成経費等であったが、媒介報酬の範
囲外であるという誤った認識を認め、どち
らも直ちに返還した。

また、Bに事情を聴いたところ、重要事
項説明書の未記載等については、借主との
日程調整を行ったAからBに対し連絡がな
く、結果説明も記名押印する機会もなかっ
たことが原因であると主張した。広告料に
ついては、Aからの指示どおり請求受領し
たもので、Aが貸主から受領した広告料が
そのまま当社に支払われたことは承知して
いなかったと主張したが、そのことによる
損害は発生しておらず、今後発生すること
も見込まれない。

上記の事情を踏まえ、A及びBを文書勧
告とした。

32
媒介業者（超過報酬等）

◇　借主は、平成30年9月、業者の媒介によ
り建物の賃貸借契約を締結した。その直後、
借主の都合により契約をキャンセルした
が、借主側媒介業者が契約は成立している
として預り金を返還せず、重要事項説明書
を2通交付していることから、当課へ相談
に訪れた。また、借主と共に同席していた
貸主側媒介業者から、貸主から広告料とし
て賃料の2か月分受領しているとの申出も
あった。

◆　借主側媒介業者に事情を聴いたところ、
今回の契約については賃貸借契約が成立し
ており、貸主も契約書に記名押印を行って
いるとして賃貸借契約書を提出したが、借
主へ賃貸借契約書を交付する前に契約の解
除となったため交付していないことを認め
た。また、広告料については、貸主から受
領していることを認め、後日貸主に返金し
た。なお、賃貸借契約は成立していたため、
預り金の返還義務違反については違反認定
を行わなかった。

上記の事情を踏まえ借主側の業者を指示
処分、貸主側の業者を文書勧告とした。

4　その他

33
媒介業者（取引の公正を害する行為）

◇　借主は、平成30年9月、業者の媒介によ
り賃貸借契約を締結した。その際の賃貸借
契約書には、礼金の記載がされていないに
もかかわらず、業者は重要事項説明書に礼
金を記載し受領したことから、借主は当課
へ苦情を申し立てた。
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◆　業者に事情を聴いたところ、貸主との事
前のやりとりで、契約条件として礼金を借
主に請求し、仲介手数料とは別に成功報酬
として礼金相当額を受領してよいという合
意ができていて、借主にも礼金を契約条件
とすることを伝えて了承を得ていたと主張
した。しかし、貸主は礼金を請求していな
いし、業者に成功報酬として礼金を渡すと
いう合意もしていないことが判明した。そ
のため業者は、直ちに礼金を借主に返還し
た。

上記の事情を踏まえ、業者を指示処分と
した。

34
媒介業者（個人情報）

◇　相談者は、賃貸借契約において家賃の支
払いが滞ったとして連絡を受けた。相談者
は当該契約を締結しておらず、自分が申込
みをした際の個人情報を利用して賃貸借契
約の借主としての名義を使われたと主張
し、契約書上の貸主と共に当課へ苦情を申
し立てた。

相談者から、当該賃貸借契約の貸主から
入手した重要事項説明書、賃貸借契約書及
び個人情報の提出を受けた。

◆　業者に事情を聴いたところ、当社は媒介
業務を行っていないと主張した。業者は、
契約の際に勤務していた元従業員への調査
内容として、元従業員が、手数料を自分の
ものとするために、上司には本契約が成立
直前にキャンセルになったと報告する一方
で、実際には契約手続きを続行し、相談者
から受領した書類を貸主に交付した。また、
相談者本人が借主であると主張していると
述べた。

業者には取引台帳等を含め記録が一切な

く、調査を実施しても真正の借主や入居者
は判明しなかったが、業者は元従業者が関
与したことについて貸主に対しても経緯の
説明を行っていると述べ、家賃滞納が発生
し貸主と入居者間で紛争となっていること
を認めた。業者はキャンセルとなった契約
書類等について、店長や宅地建物取引士が
返送や廃棄等の処理方法など個人情報の管
理についての業務改善を行った。

上記の事情を踏まえ、業者を文書勧告と
した。
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